
健康福祉課
☎0738-23-5645
FAX0738-52-5108

保健行事カレンダー

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

　
ひ
き
こ
も
り
に
悩
ん
で
い
る
方

へ
の
支
援
と
し
て
、
相
談
や
自
由

に
集
え
る
居
場
所
が
あ
り
ま
す
。

相
談
先

①
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ヴ
ィ
ダ
・
リ
ブ
レ

　
☎
０
８
０
・
１
４
９
０
・
５
９
２
７

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　vidalibre.am
igo@

gm
ail.com

時
　
火
〜
土
曜
日
　
13
時
〜
17
時

②
ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口
10

　
市
役
所
２
階 

健
康
福
祉
課
内

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

時
　
平
日
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

居
場
所

時
　
火
〜
土
曜
日
　
13
時
〜
17
時

　
　※

初
回
の
み
要
連
絡

場
　
美
浜
町
和
田
１
１
３
１
の
２

申
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ヴ
ィ
ダ
・
リ
ブ
レ

問
　
健
康
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

　
FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
５
１
０
８

　
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
「
な
で
し

こ
」
に
よ
る
里
親
制
度
説
明
会
が

市
役
所
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
　

　
里
親
に
興
味
・
関
心
の
あ
る
方

は
、
ぜ
ひ
説
明
会
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
説
明
会
に
あ
わ
せ
て
里

親
に
関
す
る
パ
ネ
ル
展
示
も
行
わ

れ
ま
す
。

説
明
会

時
　
12
月
18
日（
水
）
11
時
〜
14
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101

パ
ネ
ル
展
示

時
　
12
月
10
日（
火
）〜
18
日（
水
）

場
　
市
役
所
１
階
み
や
こ
姫
ロ
ビ
ー

問
　
社
会
福
祉
課 

　
☎
０
７
３
８
・
５
２
・
５
０
３
３

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

　
　
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー「
な
で
し
こ
」

　
☎
０
７
３
６
・
６
７
・
７
５
８
４

　
FAX
０
７
３
６
・
６
７
・
７
５
８
５

ひ
き
こ
も
り
相
談
と
居
場
所

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

♦問い合わせ　消費者ホットライン☎（局番なし）188　※平日は①、土日は②へ繋がります。
①日高地域消費生活相談窓口（市役所２階）　受付（平日9：00～12：00・13：00～17：00）
②和歌山県消費生活センター　　　　　　　　受付（土日10：00～16：00）※祝日年末年始は休み
和歌山県警察の特殊詐欺被害防止専用ダイヤル　☎0120-508-878

不用品買取のはずが貴金属を買い取られた！
★相談事例
　「不用なものはありませんか」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後ほ
ど、男性が来訪し、洋服を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」とせかさ
れ、慌てて指輪などの貴金属を見せてしまった。すると、1,200円と明細書を渡
され、いくつかの貴金属を持ち帰られてしまった。

★消費者へのアドバイス
　買取業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せ
ず、信頼できる人に同席してもらいましょう。買取業者の飛び
込み勧誘や事前に買取を承諾していない物品を売るよう要求す
ることは禁止されています。きっぱり断りましょう。
　買い取ってもらう場合はかならず契約書を受け取り、連絡先
などを確認しましょう。

気軽
に

相談
して
ね。

不審に思ったら、消費者ホットライン　☎188へ　被害に遭ったと思ったら、緊急通報ダイヤル　☎110へ

11日
（水）

12日
（木）

13日
（金）

18日
（水）

19日
（木）

22日
（日）

23日
（月）

25日
（水）

里
親
制
度
説
明
会
が

　
　
　
　
　開
催
さ
れ
ま
す

行って得する♪運動教室
時　①10：00～11：30
　　②13：30～15：00
場　勤労青少年ホーム２階
１歳６か月児健診
対　令和５年4月生まれ
　　令和５年5月生まれ
時　12：30～
場　福祉センター2階
フッ化物歯面塗布
対　２歳：令和４年10月生まれ
　　　　　令和４年11月生まれ
時　13：30～
場　福祉センター２階
献血
時　①10：00～12：00
　　②13：00～16：00
場　御坊市役所
献血
時　① ９：00～12：00
　　②14：00～16：00
場　①御坊警察署
　　②ひだか病院
献血
時　９：30～12：00
場　日高振興局
献血
時　①10：00～12：00
　　②13：00～16：00
場　オークワ ロマンシティ御坊店
にっこりあサロン ミニ講座
「親子ふれあい歌あそび」
時　14：00～16：00
場　福祉センター２階
４か月・10か月児健診
対　 ４か月児：令和６年８月生まれ
　　10か月児：令和６年２月生まれ
時　13：00～
場　福祉センター２階

行って得する♪運動教室
時　①10：00～11：30
　　②13：30～15：00
場　勤労青少年ホーム２階
１歳６か月児健診
対　令和５年4月生まれ
　　令和５年5月生まれ
時　12：30～
場　福祉センター2階
フッ化物歯面塗布
対　２歳：令和４年10月生まれ
　　　　　令和４年11月生まれ
時　13：30～
場　福祉センター２階
献血
時　①10：00～12：00
　　②13：00～16：00
場　御坊市役所
献血
時　① ９：00～12：00
　　②14：00～16：00
場　①御坊警察署
　　②ひだか病院
献血
時　９：30～12：00
場　日高振興局
献血
時　①10：00～12：00
　　②13：00～16：00
場　オークワ ロマンシティ御坊店
にっこりあサロン ミニ講座
「親子ふれあい歌あそび」
時　14：00～16：00
場　福祉センター２階
４か月・10か月児健診
対　 ４か月児：令和６年８月生まれ
　　10か月児：令和６年２月生まれ
時　13：00～
場　福祉センター２階

　
11
月
か
ら
、
窓
口
で
の
手
数
料

支
払
い
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
可
能
な
窓
口

　
税
務
課
・
市
民
課
・
環
境
衛
生
課

　
対
象
と
な
る
手
数
料
や
利
用
で

き
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
等
、
詳
し
く

は
次
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
　
税
務
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
４

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
　
市
民
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

　
　
環
境
衛
生
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

窓
口
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が

　
　
　
　
　
　
　利
用
で
き
ま
す

ステーションステーション

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

病・診連携休日
急患診療室当番医
【12月】

ひだか病院
☎0738-22-1111

◇日曜・祝日の救急診療
　
　時間 10：00～12：00
　　　 13：00～16：00
　場所 ひだか病院内

　 １日　山羽　義貴　医師
　 ８日　楠山　一樹　医師
　15日　谷本　　聡　医師
　22日　若狭　基見　医師
　29日　中村　成宏　医師
　31日　井本　和也　医師

当番医が変更になることもあります。

◇土曜日の小児救急診療

　時間 15：00～20：00　
　　　（受付19：30まで）
　場所 ひだか病院内
　
　７日　ひだか病院　医師
　14日　家永　信彦　医師
　21日　南　　弘一　医師
　28日　中井　寛明　医師

・受診する場合は電話等で事
前にご相談ください。

・急病でどうしても受診が必
要な方が対象なので、診療
にあたるスタッフも限られ
ており、薬も必要最小限し
か処方できませんので、軽
微な症状の場合は、本来の
診療時間内にかかりつけ医
に受診してください。

　
市
で
は
、
市
民
が
行
う
防
災
対

策
等
へ
の
支
援
と
し
て
、
次
の
４

つ
の
補
助
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
申
請
を
希
望
さ
れ
る
場
合
や

ご
不
明
な
点
は
防
災
対
策
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
助
制
度
名
・
申
込
締
切

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
改
善
事
業
補
助
金

　
令
和
６
年
12
月
27
日（
金
）ま
で

家
具
転
倒
防
止
金
具
取
付
事
業
補
助
金

　
令
和
７
年
１
月
31
日（
金
）ま
で

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
設
置
事
業
補
助
金

　
令
和
７
年
１
月
31
日（
金
）ま
で

高
齢
者
運
転
経
歴
証
明
書

交
付
手
数
料
補
助
金

　
令
和
７
年
３
月
31
日（
月
）ま
で

問

　防
災
対
策
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

　
FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
７
０
３
６

飲
酒
運
転
を
絶
対
に

し
な
い
、
さ
せ
な
い
！

　
12
月
１
日（
日
）か
ら
10
日（
火
）ま

で
の
10
日
間
、
わ
か
や
ま
冬
の
交
通

安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
忘
年
会
等
で
飲
酒
の
機
会
が
増

え
る
時
期
で
す
。
飲
酒
運
転
は
重

大
な
事
故
に
つ
な
が
る
悪
質
な
犯

罪
で
す
。
「
飲
酒
運
転
を
絶
対
に

し
な
い
、
さ
せ
な
い
」
と
い
う
飲

酒
運
転
を
許
さ
な
い
環
境
づ
く
り

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
夕
暮
れ
時
や
夜
間
は
、

明
る
い
色
の
服
装
や
反
射
材
等
を

活
用
し
、
交
通
事
故
防
止
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

街
頭
啓
発
活
動

時
　
12
月
２
日
（
月
）
11
時

場
　
オ
ー
ク
ワ 

ロ
マ
ン
シ
テ
ィ
御
坊
店

問
　
防
災
対
策
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

　
FAX
０
７
３
８
・
５
２
・
７
０
３
６

防
災
対
策
課
か
ら

　
　
　
補
助
制
度
の
ご
案
内

わ
か
や
ま

　
　
　
冬
の
交
通
安
全
運
動

屋外広告物許可申請について
　御坊市内で壁面看板やのぼり等の広告物を屋外に設置する際は、事
前に和歌山県屋外広告物条例に基づく申請及び御坊市の許可が必要で
す。許可ができないケースもありますので、設置する前に一度都市建
設課へご相談ください。

屋外広告物とは、次の４つの要件をすべて満たしているものです。
①常時または一定の期間継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの
③公衆に表示されるもの
④看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板、建物や工作物等に掲出ま
たは表示されたものなど

　この4つの要件を満たしていれば、営利目的か否かを問わず屋外広
告物となります。また文字以外にもロゴマークや写真・イラストなど
も対象です。
　また、屋外広告物の設置を業者に依頼される際は、和歌山県に屋外
広告業の登録をしている業者に依頼してください。
　詳しくは下の二次元コードから、市ホームページまたは県ホーム
ページをご覧ください。

♦問い合わせ　都市建設課　☎0738-23-5512　FAX0738-24-1306

市ホームページ

県ホームページ屋外広告物のイメージ図

広報ごぼう 令和６年12月号広報ごぼう 令和６年12月号 10




